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質の高いインフラ投資をめぐる国際動向 (前編) 

～共通理解の合意形成から国際スタンダードの策定まで～ 

 総合調査部 マクロ環境調査グループ 副主任研究員 田村 洸樹 

 

（要旨） 

○ 国家の自立的・持続的発展には、社会生活や経済活動を支える基盤インフラの

整備が必要不可欠である。高まるインフラ投資需要の一方で、当事国の成長を

結果的に阻害してしまうようなインフラ投資が国際的に問題視されている。こ

のような状況を背景に、「質の高いインフラ投資」を進めるべきという考え方

が生まれ、広がってきている。 

○ 日本が議長国を務めた G7・G20 会合で議論を主導してきた「質の高いインフラ

投資の推進のための G７伊勢志摩原則」（2016 年）と「質の高いインフラ投資

に関する G20 原則」（2019 年）によって、「質の高いインフラ投資」の国際的

な合意形成が成された。 

○ OECD（経済協力開発機構）は、G7 や G20 で共通理解として合意形成されたも

のを、国際スタンダード策定を通じて OECD 加盟国を中心とした他の国や地域

に拡大・浸透させる重要な役割を担っている。 

○ OECD が「質の高いインフラ投資に関するベスト・プラクティス集」と「質の

高いインフラ投資に関する実践ハンドブック」を国際スタンダードとして発表

できた背景には、これまでの国際投資・公共ガバナンス分野での経験が土台に

なっている。 

○ 「質の高いインフラ投資に関するベスト・プラクティス集」および「質の高い

インフラ投資に関する実践ハンドブック」は、それぞれ、50 を超える既存の

国際スタンダードから抽出された 340 を超えるベスト・プラクティスと、主要

課題に対する具体的かつ実践的な解決策を取りまとめたものである。 

○ OECD では現在「質の高いインフラ投資」の社会実装に向けた「ブルー・ドッ

ト・ネットワーク認証制度」が検討されている。これは、質の高いインフラ投

資に国際認証を付与するもので、前述の国際スタンダードが制度設計の基礎に

なっている。 

○ 次号では、認証制度案の概要を解説するとともに、より効果的・効率的な社会

実装に向けた提言等を述べる。 

https://www.dlri.co.jp/
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1. 「質の高いインフラ投資」に関する国際的な合意形成 

(1) 世界のインフラ投資の概況 

国家の自立的・持続的発展には、社会生活や経済活動を支える基盤インフラの整備

が必要不可欠である。2040 年までの世界のインフラ投資の需要と供給のギャップは

2017 年から 2040 年までの 23 年間で累計 15 兆米ドルにのぼると推計されている（資

料 1）。 

 

資料 1 世界のインフラ投資需給ギャップ（兆米ドル） 

 

（出所）G20 Global Infrastructure Hub より第一生命経済研究所作成 

（注）左軸・右軸とも単位は兆米ドル、需給ギャップは「需要-供給」で算出の上 2016 年以降累積で表示 

 

高まるインフラ投資需要の一方で、「債務の罠」と呼ばれる、インフラ建設主体で

ある国や地方政府が、非現実的な債務返済計画のためにデフォルト（債務不履行）に

陥ってしまう等、当事国の成長を結果的に阻害してしまうようなインフラ投資が国際

的に問題視されている（注 1）。デフォルトリスクの高まりは特に低所得国において

深刻である。IMF（国際通貨基金）は、ラオスやスーダンなど 10 ヶ国について「財政

危機」の状態、また、アフガニスタンやエチオピアなど 26 ヶ国について「高リス

ク」の状態と指摘している（注 2）。 

このような状況を背景に、債務持続性を含む、開放性、透明性、経済合理性等の質

的要素を重視した「質の高いインフラ投資」を進めるべきという考え方が生まれ、広

がってきている。 
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https://www.dlri.co.jp/
https://outlook.gihub.org/
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(2) 国際的な合意形成に向けた日本のリーダーシップ 

日本が議長国を務めた G7・G20（注 3）会合で議論を主導してきた「質の高いイン

フラ投資の推進のための G７伊勢志摩原則」（2016 年）と「質の高いインフラ投資に

関する G20 原則」（2019 年）によって、「質の高いインフラ投資」の国際的な合意形

成（注 4）が成された。 

これら 2 つの原則は、持続可能な成長を促し、社会の強靭性を向上させるため、ス

テークホルダーに対して、価格に見合った価値や質の伴ったインフラ投資を奨励して

いる点で内容が共通している（資料 2）。 

 

資料 2 質の高いインフラ投資に関する G7/G20 原則の主な内容の比較 

質の高いインフラ投資の推進のための G7 原則 質の高いインフラ投資に関する G20 原則 

原則 1 効果的ガバナンス、信頼性ある運行・運

転、ライフサイクルコストから見た経済

性、安全性と強靭性の確保 

原則 1 持続可能な成長や開発の達成のための、

インフラによる正のインパクトの最大化 

原則 2 現地コミュニティでの雇用創出、能力構

築及び技術・ノウハウ移転の確保 

原則 2 ライフサイクルコストから見た経済性 

原則 3 社会・環境面での影響への対応 原則 3 環境への配慮 

原則 4 気候変動と環境の側面を含んだ経済・開

発戦略との整合性の確保 

原則 4 自然災害等のリスクに対する強靭性 

原則 5 PPP（官民のパートナーシップ）等を通じ

た効果的な資金動員の促進 

原則 5 社会への配慮（利用の開放性を含む） 

 原則 6 インフラ・ガバナンスの強化 

（出所）外務省「質の高いインフラ投資の推進のための G7 原則」、「質の高いインフラ投資に関する G20 原則」

より第一生命経済研究所作成 

  

https://www.dlri.co.jp/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000160310.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/osaka19/pdf/documents/jp/annex_01.pdf
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2. 「質の高いインフラ投資」に関する国際スタンダードの策定 

(1) 国際社会における OECD の役割 

OECD（経済協力開発機構）は自由主義経済の発展に向けた協力の促進を目的に

1961 年に設立された国際機関である。現在では、G7 や G20 で共通理解として合意形

成されたものを、国際スタンダード策定を通じて OECD 加盟国を中心とした他の国や

地域に拡大・浸透させる重要な役割を担っている。 

加盟国等から派遣される約 2000 名の専門家（エコノミスト・データアナリスト

等）を抱える OECD 事務局は、世界最大のシンクタンクと呼ばれ、高度な分析能力と

専門家ネットワークを活用して策定される国際スタンダードは、300 を超える委員

会・作業部会が分野横断的に行う調査・分析等に基づいている。 

さらに、OECD はドゥタンク（注 5）として、国家間の政策調整プラットフォーム

の役割も担っており、各国のベスト・プラクティス共有等を通じて、加盟国内への国

際スタンダードの社会実装を支援している（資料 3）。 

 

資料 3 国際社会における OECD の役割 

 

シンクタンク（Think-tank） 

国際的な調査や統計データに基づく国際スタンダ

ードの策定 

 

ドゥタンク（Do-tank） 

国際スタンダードの社会実装に向けた対話の場や

ガイダンス等の提供 

（出所）第一生命経済研究所作成 

 

(2) 「国際投資」「公共ガバナンス」の国際スタンダード 

OECD はこれまで国際投資や公共ガバナンスの分野で多くの国際スタンダードを策

定・社会実装させてきた。 

国際投資の分野においては、グローバルに活動する多国籍企業が社会経済に果たす

役割と責任について規定した「多国籍企業が国際投資及び多国籍企業に関する宣言」

やインフラ開発への民間セクターの関与について規定した 「民間セクターのインフ

ラへの参加のための原則」等がある。 

公共ガバナンス分野においては、 「政府の規制の質の改善に関する勧告」や「官

民パートナーシップの公共ガバナンスに関する原則」等がある（資料 4）。 

 

 

https://www.dlri.co.jp/
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資料 4 国際投資・公共ガバナンス分野で OECD が策定した主な国際スタンダード 

国際投資分野 

 

 「国際投資及び多国籍企業に関する宣言

（Declaration on International 

Investment and Multinational 

Enterprises）」（1976 年） 

 「民間セクターのインフラへの参加のため

の原則（Recommendation of the Council 

on Principles for Private Sector 

Participation in Infrastructure）」

（2007 年） 

公共ガバナンス分野 

 

 「政府の規制の質の改善に関する勧告

（ Recommendation of the Council on 

Improving the Quality of Government 

Regulation）」（1995 年） 

 「官民パートナーシップの公共ガバナンス

に関する原則（ Recommendation of the 

Council on Principles for Public 

Governance of Public-Private 

Partnerships）」（2012 年） 

（出所）OECD Legal Instruments より第一生命経済研究所作成 

 

OECD が、2017 年に「質の高いインフラ投資」に関する国際スタンダードの策定・社

会実装を担う役割に名乗りを上げ（注 6）、後述する「質の高いインフラ投資に関する

ベスト・プラクティス集」と「質の高いインフラ投資に関する実践ハンドブック」を

国際スタンダードとして策定できた背景には、これまでの国際投資・公共ガバナンス

分野での経験が土台になっていると考えられる。 

 

(3) 「質の高いインフラ投資」の国際スタンダード 

OECD の策定した「質の高いインフラ投資に関するベスト・プラクティス集」は、

50 を超える既存の国際スタンダードから抽出された 340 を超えるベスト・プラクテ

ィスを政策立案者向けのガイダンスとして取りまとめたものである。例えば、質の高

いインフラ投資に関する重要な側面のひとつである「社会への配慮（G20 原則 5）」に

ついて、ベスト・プラクティス集は、多国籍企業行動指針が規定する RBC（責任ある

企業行動）を尊重することや、リスクに基づくデューデリジェンスの実施等をベス

ト・プラクティスとして例示している（資料 5）。 

 

資料 5 質の高いインフラ投資に関するベスト・プラクティス集の例 

質の高いインフラ投資に関する G20 原則 5「社会への配慮」の実践例 

✓ プロジェクトに参加する民間企業等だけでなく、国有企業等にも国際的に認められている RBC

（責任ある企業行動）スタンダードの遵守を求める。 

✓ リスクに基づくデューデリジェンス（企業が実際に及ぼす潜在的な悪影響を特定・防止・軽減

し、それらの影響についてどのように対処するかを説明するプロセス）を促進する。 

（出所）OECD「質の高いインフラ投資に関するベスト・プラクティス集」より第一生命経済研究所作成 

https://www.dlri.co.jp/
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0144
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0144
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0144
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0349
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0349
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0349
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0278
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0278
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0278
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0392
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0392
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0392
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0392
https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0392
https://web-archive.oecd.org/2020-11-02/568451-OECD-compendium-of-policy-good-practices-for-quality-infrastructure-investment.pdf
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「質の高いインフラ投資に関する実践ハンドブック」は、前述のベストプラクティ

ス集をもとに、主要課題に対する具体的かつ実践的な解決策を取りまとめたものであ

る。例えば、質の高い持続可能なインフラへのファイナンス拡大のためには、資本市

場の規制見直しと改革の必要性や、官民連携の枠を超えた革新的な協力モデルの重要

性を指摘している。具体的には、インフラ投資の際に利用される既存のファイナンシ

ング手法や、カナダの機関投資家による鉄道システム投資プロジェクトの事例等が紹

介されている（資料 6）。 

 

資料 6 質の高いインフラ投資に関する実践ハンドブックの例 

質の高い持続可能なインフラへのファイナンス拡大 

✓ 適切な資金調達手段の利用可能性を確保するため、資本市場の規制見直しと改革に取り組む。 

✓ 長期的な視点と、長期にわたるリスクと利益の共有が伴う、官民連携の枠を超えた革新的な協力

モデルを検討する。 

（出所）OECD「質の高いインフラ投資に関する実践ハンドブック」より第一生命経済研究所作成 

 

3. 「質の高いインフラ投資」の社会実装 

OECD では現在「質の高いインフラ投資」の社会実装（注 7）に向けた「ブルー・ド

ット・ネットワーク認証制度」が検討されている。これは、質の高いインフラ投資に

国際認証を付与するもので、前述の国際スタンダードが制度設計の基礎になっている。 

次号では、認証制度案の概要を解説するとともに、より効果的・効率的な社会実装

に向けた提言等を述べる。 

 

 

（続く）  

https://www.dlri.co.jp/
https://web-archive.oecd.org/2022-07-29/594596-OECD-Implementation-Handbook-for-Quality-Infrastructure-Investment-EN.pdf
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【注釈】 

1) 「港湾、鉄道といったインフラ案件は額が大きく、その借入金の返済は借りた国

にとって大きな負担となることがあります。インフラ案件への融資を行う場合に

は、貸す側も借りる側も債務持続可能性について十分に考慮することが必要で

す。債務持続可能性を考慮しない融資は、「債務の罠」として国際社会から批判

されています。」（外務省「2022 年版開発協力白書」P36） 

2) 「As of November 30, 2023 and based on the most recently published data, 

10 countries are in debt distress, 26 countries are at high risk, 26 

countries are at moderate risk, and 7 countries are at low risk of debt 

distress.」（IMF 「List of LIC DSAs for PRGT-Eligible Countries As of 

November 30, 2023」） 

3) G7・G20・OECD 加盟国については、以下の通りとしている。 

（出所） 第一生命経済研究所作成 

4) 本稿では、国際的な共通原則が社会経済に実装されるまでを、①国際的な合意形

成、②国際スタンダード策定、③社会実装の三段階に分類している。「国際的な

合意形成」とは主に G7・G20 成果文書等を、「国際スタンダード」とは主に OECD

の法的文書等を指している。主な具体例は以下の通り。 

 広島 AIプロセス包括的政策枠組み（G7、2023年） 

 気候クラブに関する G7声明（G7、2022年） 

 AI原則（G20・OECD、2019 年） 

 AIの未来のためのシャルルボワ・共通ビジョン（G7、2018 年） 

 コーポレートガバナンス原則（G20、2015 年） 

 金融消費者保護ハイレベル原則（G20、2011 年） 

 電子商取引における消費者保護に関する最初の国際規則（OECD、1999 年） 

 プライバシー保護と個人データの国際流通ガイドライン（OECD、1984 年） 

 多国籍企業行動指針（OECD、1976年） 

（出所） 外務省「国際的ルール作りと政策協調の推進」等より第一生命経済研究所作成 

https://www.dlri.co.jp/
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/100507326.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/dsalist.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/dsa/dsalist.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kokusai_rule.html
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5) 「OECD は、守るべき基準の達成度について加盟国間でお互いを評価し合う仕組

みや、効果的な広報を通じて、実際にその履行を促す「シンク・ドゥー・タン

ク」としての役割も兼ね備えています。」（OECD 日本政府代表部「館長からのメ

ッセージ」） 

6) 「We confirm the importance of promoting quality infrastructure with 

open and fair access and encourage the OECD to elaborate guidelines and 

good practices in this area, giving appropriate consideration to the 

principles for quality infrastructure and related issues agreed by 

international fora.」（OECD「2017 Ministerial Council Statement」第 13 段

落） 

7) 本稿では、OECD 加盟国が自国の法規制等に国際スタンダードを反映し、社会経

済において機能・定着させた状態を「社会実装」としている。 

  

https://www.dlri.co.jp/
https://www.oecd.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000201.html
https://www.oecd.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000201.html
https://www.oecd.org/mcm/documents/2017-ministerial-council-statement.htm
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